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産前産後休業終了時及び育児休業終了時における標準報酬⽉額の改定について 
    
（１）制度の概要 

標準報酬制において、掛⾦（保険料）算定の基礎となる「標準報酬⽉額」は、原則として、

毎年４⽉から６⽉に⽀給された基本給や諸⼿当を基礎として決定し、同年９⽉から１年間適

用されます。（※１） 

産前産後休業⼜は育児休業（産休等）の終了後、職務に復帰し、育児部分休業又は育児短

時間勤務（育児部分休業等）を取得した場合には、次の定時決定までは育児部分休業等によ

る減額が反映されず、実際の報酬より⾼い産休前の「標準報酬⽉額」により掛⾦が算定され

ることになります。 

そこで、実際の標準報酬⽉額を適用するために産休等を終了した⽇において、３歳に満た

ない子を養育する組合員から、「産前産後休業終了時改定申出書」又は「育児休業終了時改定

申出書」の提出があった場合、産休等終了⽇の翌⽇が属する⽉以降３ヶ⽉間に受けた報酬（育

児部分休業等による減額を反映した報酬）の平均額を報酬⽉額として、定時決定を待たずに

標準報酬⽉額を改定する制度です。 

 
※１．これを定時決定といいます。この標準報酬⽉額は掛⾦（保険料）算定の基礎となるだけで

なく、公⽴学校共済組合からの各種給付⾦や将来の年⾦額の算定にも用います。 
 

 
（２）産前産後休業終了時改定 
 

（ア）対象者 
 

産前産後休業を終了した⽇において、３歳に満たない子を養育する組合員で、復帰後

の勤務形態が育児短時間勤務や育児部分休業であること、⼜は諸⼿当の⽀給額が変動し

たこと等により、報酬（基本給と諸⼿当の総額）が産休前より低下した組合員。 

ただし、産休終了⽇の翌⽇に育休等を開始している組合員は、この制度の対象とはな

りません。 

なお、産前産後休業終了時改定の申出がない場合でも、復職時調整により給料表の級・

号給が変動したことや固定的給与が変動したことで「随時改定」（※２）の対象となる場

合は、「随時改定」により標準報酬⽉額が改定されます。 

 
※２．随時改定とは、基本給などの固定的給与が一定額以上変動した場合に標準報酬⽉額を改

定することです。この改定は組合員からの申出は不要です。 
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（イ）申請方法 
 

「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」に「産休から職務に復帰したことがわか

る書類」を添付して共済組合へ提出してください。 

 
 
（３）育児休業終了時改定 
 

（ア）対象者 
 

育児休業を終了した組合員が、その終了⽇において、その育休に係る３歳に満たない

子を養育する場合で、復職後の勤務形態が育児短時間勤務や育児部分休業であること、

【産前産後休業終了時改定と随時改定の違い 】

産前産後休業終了時改定 通常の随時改定

標準報酬月額の算定の基
礎となる期間

産前産後休業の終了日の翌日が属する
月以後の３ヶ月間（固定的給与の変動が
ない場合でも改定可能）

固定的給与に変動があった月以後の３ヶ
月間

支払基礎日数
支払基礎日数が17日以上の月が１月でも
あれば改定

支払基礎日数が17日未満の月があるとき
は随時改定を行いません

改定に必要な等級差 １等級差でも改定 2等級以上の差が生じることが必要

改定月
産前産後休業終了日の翌日が属する月
から起算して4ヶ月目

固定的給与に変動を生じた月から起算し
て4ヶ月目

申出の要否
組合員からの申し出に基づき改定が行わ
れます

組合員からの申し出の有無によらず、随時
改定の要件に該当した場合は、改定が行
われます

▽

標準報酬
  ⽉額

改定

【 イメージ 】
産前産後休業終了日

の翌日（1/1） 育児部分休業

1⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ・・・・ ９⽉

報
酬

産前産後休業期間
（ 12/31） ・・・・・・

掛金免除

※ この場合は１⽉から３⽉までの３ヶ⽉間の報酬のうち２・３⽉の報酬平均額を基に“標準報酬
 ⽉額”を改定し、４⽉から適用します。（１⽉は基礎⽇数が17⽇未満であるため、算入しません）
  なお、産前産後休業終了時改定で決められた標準報酬⽉額は、改定が1⽉ 6⽉に⾏われた場合は
 その年の8⽉まで、7⽉ 12⽉までに⾏われた場合は翌年の8⽉まで適用されます。

７万円
（基礎日

数５日）

従前の標準報酬月額

（ 15等級 24万円 ）

２２万円
（基礎日

数２２日）

２３万円
（基礎日

数２３日）

14等級

22万円

定時決定に

より改定
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⼜は諸⼿当の⽀給額が変動したこと等により、報酬（基本給と諸⼿当の総額）が産休前

より低下した組合員。 

ただし、育休終了⽇の翌⽇から次⼦の産休に係る掛⾦免除の適⽤を受ける組合員は、

この制度の対象とはなりません。 

なお、育児休業終了時改定の申出がない場合でも、復職時調整により給料表の級・号

給が変動したことや固定的給与が変動したことで「随時改定」の対象となる場合は、「随

時改定」により標準報酬⽉額が改定されます。 
 

 

（イ）申請方法 
 

「標準報酬育児休業休業終了時改定申出書」に「育短や育児部分休業の承認を受けた辞

令の写しに復帰したことがわかる辞令の写し」を添付して共済組合へ提出してください。 

▽

標準報酬

　　月額

・・・・・・

・・・・

改定
掛金免除

育児部分休業

1⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ９⽉

育児休業終了日の

翌日（1/1）

※ この場合は１⽉から３⽉までの３ヶ⽉間の報酬のうち２・３⽉の報酬平均額を基に“標準報酬
 ⽉額”を改定し、４⽉から適用します。（１⽉は基礎⽇数が17⽇未満であるため、算入しません）
  なお、育児休業終了時改定で決められた標準報酬⽉額は、改定が1⽉ 6⽉に⾏われた場合は
 その年の8⽉まで、7⽉ 12⽉までに⾏われた場合は翌年の8⽉まで適用されます。

【 イメージ 】

報
酬

育児休業期間
（無給  12/31）

７万円
（基礎日

数５日）

従前の標準報酬月額

（ 15等級 24万円 ）

２２万円
（基礎日

数２２日）

２３万円
（基礎日

数２３日）

14等級

22万円

定時決定に

より改定

【 育児休業終了時改定と随時改定の違い 】

改定に必要な等級差

改定月

組合員からの申し出に基づき改定が行わ
れます

組合員からの申し出の有無によらず、随時
改定の要件に該当した場合は、改定が行
われます。

申出の要否

育児休業終了時改定 通常の随時改定

育児休業等の終了日の翌日が属する月
以後の３ヶ月間（固定的給与の変動がな
い場合でも改定可能）

固定的給与に変動があった月以後の３ヶ
月間

支払基礎日数が17日以上の月が１月でも
あれば改定

支払基礎日数が17日未満の月があるとき
は随時改定を行いません

１等級差でも改定 2等級以上の差が生じることが必要

育児休業等終了日の翌日が属する月から
起算して4ヶ月目

固定的給与に変動を生じた月から起算し
て4ヶ月目

標準報酬月額の算定の基
礎となる期間

支払基礎日数


